
各種国家資格、免許等における旧姓使用の現状等について 令和７（2025）年５月31日現在

① 資格取得時から旧姓使用がで
きるもの

※　制度や運用上、旧姓使用を特段禁
止していないものも含む

②　資格取得後に改姓した場合
は旧姓使用ができるもの

※　資格取得後に改姓があったとして
も、届出等の義務がないため、そのま
ま旧姓使用が可能なものを△として計
上

③　現状では旧姓使用ができな
いもの

④　当該資格の資格証、免許証
等における旧姓の表記方法等

⑤　備考（④についてその他を
選択した場合）
※自由記載

旧姓使用に関する対応予定等 備考

油濁防止管理者 船舶所有者

[昭和45年度]
[省令に定める要件を
備えた者を選任]

有害液体汚染防止
管理者

船舶所有者

[昭和58年度]
[省令に定める要件を
備えた者を選任]

溶接工 地方運輸局長等

[平成10年度] [合格証明書の交付]

水先人 ・一級水先人 国土交通大臣

[昭和24年度] ・二級水先人 [水先人名簿への登録]

・三級水先人

船舶料理士 国土交通大臣

[昭和50年度]
[船舶料理士資格証明
書の交付]

救命艇手 ・救命艇手 地方運輸局長

[昭和８年度] ・限定救命艇手
[救命艇手(限定救命艇
手)適任証書の交付]

衛生管理者 地方運輸局長

[昭和37年度]
[衛生管理者適任証書
の交付]

主任技術者

[昭和41年度]

・一級海技士(航海)

・二級海技士(航海)

海技士(航海) ・三級海技士(航海) 国土交通大臣

[昭和26年度] ・四級海技士(航海)
[海技士免許原簿への
登録]

・五級海技士(航海)

・六級海技士(航海)

国土交通省
海洋汚染等及び
海上災害の防止
に関する法律

― ○ 併記・単記いずれも可

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

国土交通省総合政策局海洋政策課企画係
℡　代表03-5253-8111(内線24-365)

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

併記・単記いずれも可

国土交通省 船員法 ― ○

9 国土交通省
船舶職員及び小
型船舶操縦者法

○
国土交通省海事局海技課免許係
℡　代表03-5253-8111（内線45334）旧姓を併記－旧姓を括弧書き

8 国土交通省 小型船造船業法 ― 事業者 [選任] ○

7
国土交通省海事局船員政策課安全衛生係
℡　代表03-5253-8111（内線45144）

国土交通省海事局船員政策課安全衛生係
℡　代表03-5253-8111（内線45144）

6 国土交通省 船員法 ○
国土交通省海事局船員政策課安全教育係
℡　代表03-5253-8111（内線45143）

5 国土交通省 船員法 ― ○

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

4 国土交通省 水先法 ○
国土交通省海事局海技課水先係
℡　代表03-5253-8111（内線45324）

3 国土交通省
船舶構造規則
(平成10 年運輸
省令第16号)

溶接母材や溶接姿勢等に応
じて区別

○

2

 旧姓使用の現状について

制度担当部署
No. 所管府省

資格名
[創設年度]

根拠法 資格の種類
資格付与者
[付与方法]

1 国土交通省
海洋汚染等及び
海上災害の防止
に関する法律

資格証や免許証がなく、油濁防止管理
者の要件を満たすものが、「油濁防止
管理者としての要件を備えていること
の証明書」の交付を希望し申請する場
合にのみ同証明書を発行するもので
あって、氏名に変更があった場合にお
いて同証明書を新しく通知することは
ない。なお、紛失や記載事項の変更が
生じた場合は、申請者の申請をもって
同様の発行手続きを行う。

資格証や免許証がなく、有害液体汚染
防止管理者の要件を満たすものが、
「有害液体汚染防止管理者としての要
件を備えていることの証明書」の交付
を希望し申請する場合にのみ同証明書
を発行するものであって、氏名に変更
があった場合において同証明書を新し
く通知することはない。なお、紛失や
記載事項の変更が生じた場合は、申請
者の申請をもって同様の発行手続きを
行う。

― ○ 併記・単記いずれも可
国土交通省総合政策局海洋政策課企画係
℡　代表03-5253-8111(内線24-365)

国土交通省海事局検査測度課業務第１係
℡　代表03-5253-8111（内線44124）旧姓を併記－旧姓を括弧書き

取扱いは明文化されていないが、制度
上許容されている。

国土交通省海事局船舶産業課
℡　代表03-5253-8634（内線43633）
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 旧姓使用の現状について

制度担当部署
No. 所管府省

資格名
[創設年度]

根拠法 資格の種類
資格付与者
[付与方法]

・一級海技士（機関）

・二級海技士（機関）

海技士(機関) ・三級海技士（機関） 国土交通大臣

[昭和26年度] ・四級海技士（機関）
[海技士免許原簿への
登録]

・五級海技士（機関）

・六級海技士（機関）

海技士(通信) ・一級海技士(通信) 国土交通大臣

[昭和26年度] ・二級海技士(通信)
[海技士免許原簿への
登録]

・三級海技士(通信)

・一級海技士(電子通信)

海技士(電子通信) ・二級海技士(電子通信) 国土交通大臣

[平成３年度] ・三級海技士(電子通信)
[海技士免許原簿への
登録]

・四級海技士(電子通信)

小型船舶操縦士 ・一級小型船舶操縦士 国土交通大臣

[昭和26年度] ・二級小型船舶操縦士
[小型船舶操縦士免許
原簿への登録]

・特殊小型船舶操縦士

耐空検査員 国土交通大臣

[昭和29年度]
[耐空検査員の証の交
付]

・定期運送用操縦士

・事業用操縦士

・自家用操縦士

・准定期運送用操縦士

・一等航空士

・二等航空士 国土交通大臣

航空従事者 ・航空機関士
[航空従事者技能証明
書の交付]

[昭和27年度] ・航空通信士

・一等航空整備士・二等航
空整備士・一等航空運航整
備士

・二等航空運航整備士

・航空工場整備士・航空英
語能力証明

・計器飛行証明

・操縦教育証明

・運航管理者

地方運輸局長

運航管理者(海上貨
物)

(一部、国土交通大臣)

[平成16年度] [選任届の受理]

旧姓を単記

16 国土交通省 内航海運業法 ― ○ 資格者証、免許証等はない。その他（備考欄に記載）

15 国土交通省 航空法 ○

14 国土交通省 航空法 ― ○

13 国土交通省
船舶職員及び小
型船舶操縦者法

○
国土交通省海事局海技課免許係
℡　代表03-5253-8111（内線45334）旧姓を併記－旧姓を括弧書き

12 国土交通省
船舶職員及び小
型船舶操縦者法

○
国土交通省海事局海技課免許係
℡　代表03-5253-8111（内線45334）旧姓を併記－旧姓を括弧書き

11 国土交通省
船舶職員及び小
型船舶操縦者法

○
国土交通省海事局海技課免許係
℡　代表03-5253-8111（内線45334）旧姓を併記－旧姓を括弧書き

10 国土交通省
船舶職員及び小
型船舶操縦者法

○
国土交通省海事局海技課免許係
℡　代表03-5253-8111（内線45334）旧姓を併記－旧姓を括弧書き

取扱いは明文化されていないが、制度
上許容されている。

国土交通省航空局安全部安全政策課
℡　代表03-5253-8734

・新規発行の場合、旧姓併記希望者に
は旧姓併記で発行（希望の意思表示が
ない場合は原則、現行姓で発行）。ま
た、旧姓のみの希望者には旧姓のみで
発行。
・記載変更の場合、現行姓への記載変
更だけでなく、旧姓併記や旧姓への変
更にも対応。
・なお、システムの文字数制限上対応
できない場合がある。

国土交通省航空局安全部安全政策課
℡　代表03-5253-8111(内線50316)

併記・単記いずれも可

国土交通省海事局安全政策課運航監理係
℡　代表03-5253-8111（内線43566）
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 旧姓使用の現状について

制度担当部署
No. 所管府省

資格名
[創設年度]

根拠法 資格の種類
資格付与者
[付与方法]

・総合運航管理者資格者証 地方運輸局長

運航管理者 (海上
旅客)

・大型運航管理者資格者証
[「運航管理者資格者
証」の交付]

[昭和46年度] ・小型運航管理者資格者証

安全統括管理者(海
上)

[平成18年度]

・甲種蒸気機関車運転免許

・甲種電気車運転免許

・甲種内燃車運転免許

・新幹線電気車運転免許

・第一種磁気誘導式電気車
運転免許

動力車操縦者
・第二種磁気誘導式電気車
運転免許

地方運輸局長

[昭和31年度]
・第一種磁気誘導式内燃車
運転免許

[運転免許証の交付]

・第二種磁気誘導式内燃車
運転免許

・乙種蒸気機関車運転免許

・乙種電気車運転免許

・乙種内燃車運転免許

・無軌条電車運転免許

海事代理士

[昭和25年度]

海事補佐人 海難審判所長

[昭和22年度]
[登録簿の交付，官報
公示]

旅行業務取扱管理
者

実施機関・観光庁長官

[昭和47年度] [合格証の交付]

全国通訳案内士

[昭和24年度]

地域通訳案内士

[平成９年度]

その他（備考欄に記載）

旅行業務取扱管理者試験において
は、当該試験に合格した者に対
し、願書の氏名の記載どおりに合
格証明書を交付していることか
ら、旧姓名で願書の提出があれ
ば、旧姓名単記で合格証明書を交
付することになる。

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

17 国土交通省 海上運送法 ○

通訳案内士法 ― 自治体首長 [登録] ○

参事官（旅行振興）
℡　03-5253-8329

23 国土交通省 通訳案内士法 ― 都道府県知事 [登録] ○

観光庁国際観光部国際観光課
℡　03-5253-8324

22 国土交通省 旅行業法 ・総合・国内・地域限定 ○

観光庁国際観光部国際観光課
℡　03-5253-8324

24 国土交通省

国土交通省海事局総務課海洋教育・海事振
興企画室
℡　代表03-5253-8111（内線43142）

21 国土交通省 海難審判法 ― ○
国土交通省海難審判所書記課訟務係
℡　03-6893-2405

20 国土交通省 海事代理士法 ―
地方運輸局長等 [登
録]

○ 旧姓を併記－旧姓を括弧書き

併記・単記いずれも可

19 国土交通省

動力車操縦者運
転免許に関する
省令(昭和31年
運輸省令第43
号)

○
国土交通省鉄道局安全監理官室運転係
℡　代表03-5253-8111（内線57857）

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

18 国土交通省
大臣官房運輸安全監理官室
℡　代表03-5253-8111（内線22053、
22054）

内航海運業法

海上運送法

―

総合安全統括管理者資格者
証
大型安全統括管理者資格者
証
小型安全統括管理者資格者
証

地方運輸局長
（一部、国土交通大
臣）
［選任届の受理］

国土交通省海事局安全政策課運航監理係
℡　代表03-5253-8111（内線43566）

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

地方運輸局長
[「安全統括管理者資
格者証」の交付]

その他（備考欄に記載）

内航海運業法に基づく当該資格に
ついて、資格者証、免許証等はな
い。

海上運送法に基づく当該資格につ
いて、資格者証は旧姓を併記－旧
姓を括弧書き。

○
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資格付与者
[付与方法]

観光圏内限定旅行
業務取扱管理者

国土交通大臣

[平成20年度] [修了証明書を交付]

整備管理者

[昭和26年度]

・一級大型自動車整備士

・一級小型自動車整備士

・一級二輪自動車整備士

・二級ガソリン自動車整備士

・二級ジーゼル自動車整備士

・二級自動車シャシ整備士

自動車整備士 ・二級二輪自動車整備士 国土交通大臣

[昭和26年度] ・三級自動車シャシ整備士 [合格証書の交付]

・三級自動車ガソリン・エンジ
ン整備士

・三級自動車ジーゼル・エンジ
ン整備士

・三級二輪自動車整備士

・自動車タイヤ整備士

・自動車電気装置整備士

・自動車車体整備士

整備主任者
運輸監理部長又は運輸
支局長

[平成10年度] [選任を届出]

登録運転者 登録実施機関

[昭和45年度] [「運転者証」の付与]

・旅客自動車運送事業運行
管理者資格者証

運行管理者(旅客自
動車)

・一般乗合旅客自動車運送
事業運行管理者資格者証

地方運輸局長

・一般貸切旅客自動車運送
事業運行管理者資格者証

[「運行管理者資格者
証」の交付]

[平成13年度]
・一般乗用旅客自動車運送
事業運行管理者資格者証

・特定旅客自動車運送事業
運行管理者資格者証

安全統括管理者(旅
客自動車)

地方運輸局長又は国土
交通大臣

[平成18年度] [選任届の受理]

運行管理者(貨物自
動車)

地方運輸局長

[平成２年度]
[「運行管理者資格者
証」の交付]

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

その他（備考欄に記載）

観光圏内限定旅行業務取扱管理者
の職務に関する研修においては、
当該研修を修了した者に対し、研
修参加時に記載いただく氏名どお
りに修了証明書を交付しているこ
とから、旧姓名で氏名を記載いた
だいた場合、旧姓名単記で修了証
明書を交付することになる。

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

国土交通省物流・自動車局安全政策課
℡　代表03-5253-8111（内線41615）

大臣官房運輸安全監理官室
℡　代表03-5253-8111（内線22053、
22054）

32 国土交通省
貨物自動車運送
事業法

― ○
国土交通省物流・自動車局安全政策課
℡　代表03-5253-8111（内線41615）

31 国土交通省 道路運送法 ― ○ 旧姓を単記

その他（備考欄に記載）
申請の記載状況（新旧姓併記、旧
姓のみ記載等）に基づき対応。

併記・単記いずれも可

30 国土交通省 道路運送法 ○

25 国土交通省

観光圏の整備に
よる観光旅客の
来訪及び滞在の
促進に関する法
律

―

国土交通省物流・自動車局自動車整備課
℡　代表03-5253-8111（内線42412）

29 国土交通省
タクシー業務適
正化特別措置法

― ○
国土交通省物流・自動車局旅客課
℡　代表03-5253-8111（内線41212）

28 国土交通省

道路運送車両法
施行規則(昭和
26年運輸省令第
74号)

― ○

国土交通省物流・自動車局自動車整備課
℡　代表03-5253-8111（内線42412）

参事官（旅行振興）
℡　03-5253-8329

国土交通省物流・自動車局自動車整備課
℡　代表03-5253-8111（内線42412）

その他（備考欄に記載）

届出の記載状況（新旧姓併記、旧
姓のみ記載等）に基づき対応。

申請の記載状況（新旧姓併記、旧
姓のみ記載等）に基づき対応。

27 国土交通省 道路運送車両法 ○

26 国土交通省 道路運送車両法 ― 地方運輸局長 [届出] ○

○

その他（備考欄に記載）



① 資格取得時から旧姓使用がで
きるもの

※　制度や運用上、旧姓使用を特段禁
止していないものも含む

②　資格取得後に改姓した場合
は旧姓使用ができるもの

※　資格取得後に改姓があったとして
も、届出等の義務がないため、そのま
ま旧姓使用が可能なものを△として計
上

③　現状では旧姓使用ができな
いもの

④　当該資格の資格証、免許証
等における旧姓の表記方法等

⑤　備考（④についてその他を
選択した場合）
※自由記載

旧姓使用に関する対応予定等 備考

 旧姓使用の現状について

制度担当部署
No. 所管府省

資格名
[創設年度]

根拠法 資格の種類
資格付与者
[付与方法]

安全統括管理者(貨
物自動車)

地方運輸局長

[平成18年度]
[「運行管理者資格者
証」の交付]

索道技術管理者 索道事業者

[昭和61年度]
[省令に定める要件を
備えた者を選任]

安全統括管理者(索
道)

―

[平成18年度]
[※参考(安全統括管理
者の選任・解任の届出
の義務)]

安全統括管理者(鉄
道)

―

[平成18年度]
[※参考(安全統括管理
者の選任・解任の届出
の義務)]

設計管理者 鉄道事業者

[平成11年度]
[省令に定める要件を
備えた者を選任]

竣工確認者 鉄道事業者

[平成11年度]
[省令に定める要件を
備えた者を選任]

竣工確認管理者 鉄道事業者

[平成11年度]
[省令に定める要件を
備えた者を選任]

業務統括管理者 鉄道事業者

[平成11年度]
[省令に定める要件を
備えた者を選任]

気象予報士 気象庁長官

[平成６年度] [登録]

機長認定
国土交通大臣又は地方
航空局長

[昭和27年度] [認定通知書の交付]

査察操縦士 ・査察操縦士
国土交通大臣又は地方
航空局長

[昭和46年度] ・限定査察操縦士 [指名通知書の交付]

不動産鑑定士 ・不動産鑑定士 国土交通大臣

[昭和39年度] ・不動産鑑定士補
[登録、登録通知書を
送付]

土木施工管理技士 ・１級土木施工管理技士 国土交通大臣

[昭和44年度] ・２級土木施工管理技士 [合格証明書の交付]

その他（備考欄に記載） 資格証、免許証等はない。

国土交通省不動産・建設経済局建設業課
℡　代表03-5253-8111（内線24744）

45 国土交通省 建設業法 ○ 旧姓を併記－旧姓を括弧書き

国土交通省航空局安全部航空安全推進室
℡　代表03-5253-8111

旧姓を単記

44 国土交通省
不動産の鑑定評
価に関する法律

○
国土交通省不動産・建設経済局地価調査課
鑑定士係
℡　代表03-5253-8111（内線30653）

その他（備考欄に記載） 旧姓を備考欄に記載。

43 国土交通省 航空法 ○

航空法第23条の『技能証明書』に限定
せず、戸籍謄本等の本人確認できるも
のに旧姓の記載があり、申請書の旧姓
の記載と一致すれば旧姓使用可能。

資格証、免許証等はない。

気象庁　情報基盤部　情報利用推進課
第一民間気象業務推進係
℡　03-6758-3900（内線3184）

42 国土交通省 航空法 ― ○

航空法第23条の『技能証明書』に限定
せず、戸籍謄本等の本人確認できるも
のに旧姓の記載があり、申請書の旧姓
の記載と一致すれば旧姓使用可能。

国土交通省航空局安全部航空安全推進室
℡　代表03-5253-8111

41 国土交通省 気象業務法 ― ○

気象予報士には、資格証、免許証等に
該当するものはない。新規登録者には
気象予報士登録通知書を送付するが、
登録後に氏名等に変更があった場合に
通知書の再交付は行わない。

併記・単記いずれも可

旧姓を単記

資格証、免許証等はない。

国土交通省鉄道局施設課
℡　代表03-5253-8111（内線40843）

40 国土交通省 鉄道事業法 ― ○
国土交通省鉄道局施設課
℡　代表03-5253-8111（内線40843）

39 国土交通省 鉄道事業法 ― ○ その他（備考欄に記載） 資格証、免許証等はない。

その他（備考欄に記載）

資格証、免許証等はない。

その他（備考欄に記載） 資格証、免許証等はない。

国土交通省鉄道局施設課
℡　代表03-5253-8111（内線40843）

38 国土交通省 鉄道事業法 ― ○
国土交通省鉄道局施設課
℡　代表03-5253-8111（内線40843）

37 国土交通省 鉄道事業法 ― ○

その他（備考欄に記載）

その他（備考欄に記載） 資格証、免許証等はない。

大臣官房運輸安全監理官室
℡　代表03-5253-8111（内線22053、
22054）

36 国土交通省 鉄道事業法 ― ○
大臣官房運輸安全監理官室
℡　代表03-5253-8111（内線22053、
22054）

35 国土交通省 鉄道事業法 ― ○ その他（備考欄に記載）

大臣官房運輸安全監理官室
℡　代表03-5253-8111（内線22053、
22054）

34 国土交通省 鉄道事業法 ― ○
国土交通省鉄道局施設課
℡　代表03-5253-8111（内線40843）

33 国土交通省
貨物自動車運送
事業法

― ○ 旧姓を単記



① 資格取得時から旧姓使用がで
きるもの

※　制度や運用上、旧姓使用を特段禁
止していないものも含む

②　資格取得後に改姓した場合
は旧姓使用ができるもの

※　資格取得後に改姓があったとして
も、届出等の義務がないため、そのま
ま旧姓使用が可能なものを△として計
上

③　現状では旧姓使用ができな
いもの

④　当該資格の資格証、免許証
等における旧姓の表記方法等

⑤　備考（④についてその他を
選択した場合）
※自由記載

旧姓使用に関する対応予定等 備考

 旧姓使用の現状について

制度担当部署
No. 所管府省

資格名
[創設年度]

根拠法 資格の種類
資格付与者
[付与方法]

建設機械施工管理
技士

・１級建設機械施工管理技
士

国土交通大臣

[昭和35年度]
・２級建設機械施工管理技
士

[合格証明書の交付]

管工事施工管理技
士

・１級管工事施工管理技士 国土交通大臣

[昭和47年度] ・２級管工事施工管理技士 [合格証明書の交付]

造園施工管理技士 ・１級造園施工管理技士 国土交通大臣

[昭和50年度] ・２級造園施工管理技士 [合格証明書の交付]

建築施工管理技士 ・１級建築施工管理技士 国土交通大臣

[昭和58年度] ・２級建築施工管理技士 [合格証明書の交付]

電気工事施工管理
技士

・１級電気工事施工管理技
士

国土交通大臣

[昭和63年度]
・２級電気工事施工管理技
士

[合格証明書の交付]

51 国土交通省
電気通信工事施工
管理技士
[平成31年度]

建設業法

・１級電気通信工事施工管
理技士
・２級電気通信工事施工管
理技士

国土交通大臣 ○ 旧姓を併記－旧姓を括弧書き
国土交通省不動産・建設経済局建設業課
℡　代表03-5253-8111（内線24744）

解体工事施工技士
(社)全国解体工事業団
体連合会

[平成３年度]
[登録試験合格証明書
の交付]

浄化槽設備士※ 国土交通大臣

[昭和58年度]
[浄化槽設備士免状の
交付]

＜環境省と共管＞

宅地建物取引士 都道府県知事

[昭和33年度]
[宅地建物取引士証の
交付]

測量士・測量士補 国土地理院長

[昭和24年度]
[測量士(補) 名簿に登
録]

管理業務主任者 国土交通大臣

[平成13年度]
[管理業務主任者証の
交付]

衛生担当者

[昭和39年度]

危険物等取扱責任
者

・甲種(石油、液体化学薬
品、液化ガス)

地方運輸局長

[平成８年度] ・乙種
[船員手帳に認定をし
た旨の証印]

自動車検査員 地方運輸局長

[昭和37年度] [届出の受理]

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

国土交通省物流・自動車局自動車整備課
℡　代表03-5253-8111（内線42412）

59 国土交通省 道路運送車両法 ― ○

58 国土交通省 船員法 ○

その他（備考欄に記載）
届出の記載状況（新旧姓併記、旧
姓のみ記載等）に基づき対応。

国土交通省海事局船員政策課安全教育係
℡　代表03-5253-8111（内線45143）

国土交通省不動産・建設経済局参事官付
℡　代表03-5253-8111（内線25139、
25129）

57 国土交通省 船員法 ― 地方運輸局長 ○
国土交通省海事局船員政策課安全衛生係
℡　代表03-5253-8111（内線45144）

56 国土交通省
マンションの管
理の適正化の推
進に関する法律

― ○

国土交通省不動産・建設経済局不動産業課
℡　代表03-5253-8111（内線25139、
25129）

55 国土交通省 測量法 ― ○
国土地理院総務部総務課試験登録係
℡　029-864-8214（ダイヤルイン）

54 国土交通省
宅地建物取引業
法

― ○ 旧姓を併記－旧姓を括弧書き

国土交通省不動産・建設経済局建設業課
℡　代表03-5253-8111（内線24744）

53 国土交通省 浄化槽法 ― ○
国土交通省不動産・建設経済局建設業課
℡　代表03-5253-8111（内線24755）

52 国土交通省

解体工事業に係
る登録等に関す
る省令(平成13
年国土交通省令
第92号)

― ○ 旧姓を併記－旧姓を括弧書き

国土交通省不動産・建設経済局建設業課
℡　代表03-5253-8111（内線24744）

50 国土交通省 建設業法 ○

49 国土交通省 建設業法 ○

国土交通省不動産・建設経済局建設業課
℡　代表03-5253-8111（内線24744）

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

48 国土交通省 建設業法 ○
国土交通省不動産・建設経済局建設業課
℡　代表03-5253-8111（内線24744）

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

47 国土交通省 建設業法 ○
国土交通省不動産・建設経済局建設業課
℡　代表03-5253-8111（内線24744）

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

46 国土交通省 建設業法 ○
国土交通省不動産・建設経済局建設業課
℡　代表03-5253-8111（内線24744）

旧姓を併記－旧姓を括弧書き



① 資格取得時から旧姓使用がで
きるもの

※　制度や運用上、旧姓使用を特段禁
止していないものも含む

②　資格取得後に改姓した場合
は旧姓使用ができるもの

※　資格取得後に改姓があったとして
も、届出等の義務がないため、そのま
ま旧姓使用が可能なものを△として計
上

③　現状では旧姓使用ができな
いもの

④　当該資格の資格証、免許証
等における旧姓の表記方法等

⑤　備考（④についてその他を
選択した場合）
※自由記載

旧姓使用に関する対応予定等 備考

 旧姓使用の現状について

制度担当部署
No. 所管府省

資格名
[創設年度]

根拠法 資格の種類
資格付与者
[付与方法]

消火作業指揮者

[平成９年度]

船舶保安管理者

[平成18年度]

倉庫管理主任者

[平成14年度]

設計者資格

(宅地造成及び特定
盛土等規制法に基
づく)

[昭和37年度]

設計者資格

(都市計画法に基づ
く)

[昭和44年度]

特定建築物調査員 国土交通大臣

[昭和45年度]※平
成26年法改正

[資格者証の交付]

防火設備検査員 国土交通大臣

[平成26年度] [資格者証の交付]

昇降機等検査員 国土交通大臣

[昭和45年度]※平
成26年法改正

[資格者証の交付]

建築設備検査員 国土交通大臣

[昭和45年度]※平
成26年法改正

[資格者証の交付]

管理主任技術者(ダ
ム)

ダム設置者

[昭和40年度] [選任]

建築士

[昭和25年度]

建築設備士

[昭和58年度]

建築基準適合判定
資格者

[平成11年度]

構造計算適合判定
資格者

[平成11年度]

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓の表記方法等について特段の
定めはない。

その他（備考欄に記載）
旧姓の表記方法等について特段の
定めはない。

その他（備考欄に記載）

73 国土交通省 建築基準法 ―
国土交通大臣[登録、
登録証の交付]

○

70 国土交通省

一級建築士の旧姓併記についての事務
連絡を踏まえ一般社団法人建築設備技
術者協会（登録機関）の登録事務規定
上可としている。

国土交通省住宅局建築指導課
指導係
℡　代表03-5253-8111(内線39527)

○

国土交通省住宅局参事官（建築企画担当）
付構造係
℡　代表03-5253-8111(内線39528)

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

国土交通省住宅局建築指導課
指導係
℡　代表03-5253-8111(内線39527)

国土交通省　水管理・国土保全局　河川環
境課　流水企画室　ダム企画係
℡　03-5253-8449（内線35484）

72 国土交通省 建築基準法 ―
国土交通大臣 [登録、
登録証の交付]

71 国土交通省 建築士法 ―
国土交通大臣 [登録、
登録証の交付]

○ 運用上可としている。
国土交通省住宅局建築指導課
指導係
℡　代表03-5253-8111(内線39527)

建築士法
・一級建築士
・二級建築士
・木造建築士

・一級：国土交通大臣
・二級：都道府県知事
・木造：都道府県知事
[登録、免許証の交付]

○

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

その他（備考欄に記載） 申請された名義にて認定。

国土交通省住宅局参事官（建築企画担当）
付防火係
℡　代表03-5253-8111(内線(内線39531、
39566)

67 国土交通省 建築基準法 ― ○

国土交通省住宅局参事官（建築企画担当）
付防火係
℡　代表03-5253-8111(内線(内線39531、
39566)

69 国土交通省 河川法 ― 〇

国土交通省住宅局参事官（建築企画担当）
付防火係
℡　代表03-5253-8111(内線(内線39531、
39566)

68 国土交通省 建築基準法 ― ○

66 国土交通省 建築基準法 ― ○

旧姓使用の可否等について特段の定め
はない。

国土交通省都市局都市計画課開発調整係
℡　代表03-5253-8111（内線32695）

65 国土交通省 建築基準法 ― ○

64 国土交通省 都市計画法 ― 規定なし ○

国土交通省住宅局参事官（建築企画担当）
付防火係
℡　代表03-5253-8111(内線(内線39531、
39566)

旧姓使用の可否等について特段の定め
はない。

国土交通省都市局都市安全課盛土対策係
℡　代表03-5253-8111（内線32345）

国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課
℡　代表03-5253-8111（内線41315、
41314）

その他（備考欄に記載）

国土交通省海事局船員政策課企画係
℡　代表03-5253-8111（内線45127）

62 国土交通省 倉庫業法 ― 規定なし ○

61 国土交通省 保安法 ― 地方運輸局長 ○ 旧姓を併記－旧姓を括弧書き

倉庫管理主任者は倉庫事業者が選
任するものであり、倉庫管理主任
者を証明する文書を国は発出して
いない。

63 国土交通省
宅地造成及び特
定盛土等規制法

― 規定なし ○

60 国土交通省 船員法 ― 地方運輸局長 ○
国土交通省海事局船員政策課安全衛生係
℡　代表03-5253-8111（内線45144）



① 資格取得時から旧姓使用がで
きるもの

※　制度や運用上、旧姓使用を特段禁
止していないものも含む

②　資格取得後に改姓した場合
は旧姓使用ができるもの

※　資格取得後に改姓があったとして
も、届出等の義務がないため、そのま
ま旧姓使用が可能なものを△として計
上

③　現状では旧姓使用ができな
いもの

④　当該資格の資格証、免許証
等における旧姓の表記方法等

⑤　備考（④についてその他を
選択した場合）
※自由記載

旧姓使用に関する対応予定等 備考

 旧姓使用の現状について

制度担当部署
No. 所管府省

資格名
[創設年度]

根拠法 資格の種類
資格付与者
[付与方法]

監理技術者資格者
証

(一財)建設業技術者セ
ンター理事長

[昭和62年度]
[監理技術者資格者証
の交付]

マンション管理士 国土交通大臣

[平成12年度] [登録証の交付]

無人航空機操縦者
技能証明

国土交通大臣

[令和４年度]
[無人航空機操縦者技
能証明書の交付]

給水装置工事主任
技術者

国土交通大臣及び環境
大臣

[平成８年度]
[給水装置工事主任技
術者免状の交付]

＜環境省と共管＞

水道技術管理者 登録講習機関

[昭和55年度] [修了証書の交付]

79 国土交通省

土地区画整理士

[昭和58年度]

土地区画整理法 ―

国土交通大臣

[合格証明書の交付]

○ 旧姓を併記－旧姓を括弧書き
国土交通省都市局市街地整備課調査係
℡　代表03-5253-8111(内線(内線32754)

76 国土交通省 航空法
・一等無人航空機操縦士
・二等無人航空機操縦士

○

78 国土交通省 水道法 ― ○

77 国土交通省 水道法 ― ○

国土交通省航空局安全部無人航空機安全課
℡　代表03-5253-8111

国土交通省水管理・国土保全局水道事業課
℡　代表03-5253-8111（内線34420）

免状発行時に旧姓併記について要望が
ある場合、 戸籍上の姓に加え、旧姓
を併記している。

国土交通省水管理・国土保全局水道事業課
℡　代表03-5253-8111（内線34412）

旧姓を単記

併記・単記いずれも可

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

講習会修了者には、免許証等は交付し
ておらず、受講時の氏名による修了証
書を発行している。
過去に旧姓での受講申請や修了証の発
行申請がないため、実績はないが、旧
姓での受講や修了証の発行を妨げる規
則とはなっていない。

国土交通省不動産・建設経済局建設業課
℡　代表03-5253-8111（内線24744）

75 国土交通省
マンションの管
理の適正化の推
進に関する法律

― ○

74 国土交通省 建設業法 ― ○

マンション管理士登録簿及びマン
ション管理士登録証において旧氏
（旧姓）の併記を運用上可とし
た。（法律の規定外であるが、マ
ンション管理センターが発行する
マンション管理士証（携帯可能な
もの）についても、旧氏（旧姓）
使用を可としている。）

国土交通省住宅局参事官（マンション・賃
貸住宅担当）付
指導係
℡　代表03-5253-8111（内線39935）

旧姓を併記－旧姓を括弧書き

旧姓を併記－旧姓を括弧書き
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